
令和３年度 第１回

曽於保健医療圏地域医療構想調整会議

日時：令和３年７月14日（水）18時～

場所：曽於市大隅農産加工センター

会 次 第

１ 開会

２ 議長挨拶

３ 議事

 報告事項

① これまでの協議の経緯について

② 令和元年度病床機能報告集計結果及び定量的基準との照合結果

について 資料１

 協議事項

① 曽於医師会立有明病院に係る具体的対応方針の変更について

資料２

② 令和３年度地域医療介護総合確保基金事業補助金（病床機能再

編支援事業）に係る事業計画について

資料３ 資料３－１ 資料３－２

４ その他

５ 閉会
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曽於保健医療圏地域医療構想調整会議設置要綱

（設置）

第１条 医療法（昭和２３年法律第２０５号，以下「法」という。）第３０条の１４

の規定に基づき，鹿児島県地域医療構想（以下「構想」という。）において定める

将来の病床数の必要量を達成するための方策その他の構想の達成を推進するために

必要な協議を行うため，曽於保健医療圏地域医療構想調整会議（以下「調整会議」

という。）を設置する。

（検討事項）

第２条 調整会議は，前条の目的を達成するために，次の事項について検討する。

(1) 曽於保健医療圏における地域医療構想に関する事項

(2) その他必要な事項

（組織）

第３条 調整会議は，委員１７人以内で組織する。

２ 委員は，法第３０条の１４に掲げる者その他の関係者のうちから大隅地域振興局

長が委嘱又は任命する。

（任期）

第４条 委員の任期は，２年とする。

２ 補欠又は増員により選任された委員の任期は，前任者又は現任者の残任期間とす

る。

３ 委員は，辞任又は任期満了後においても，後任者が就任するまでは，その職務を

行うものとする。

４ 委員は，再任を妨げない。

（議長及び副議長）

第５条 調整会議に議長１人及び副議長１人を置き，委員の互選によりこれを定める。

２ 議長は，会務を総理し，調整会議を代表する。

３ 副議長は，議長を補佐し，議長に事故あるとき，又は議長が欠けたときは，その

職務を代理する。

（調整会議）

第６条 調整会議は，議長が招集する。

２ 調整会議は，委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

３ 議長は，調整会議の議事を整理する。

（専門部会）

第７条 調整会議に，専門的な事項について調査研究するため，必要な専門部会を置

くことができる。

２ 専門部会は，議長がこれを招集する。

３ 第４条，第５条及び第６条第２項から第３項までの規定は，専門部会について準

用する。この場合において，これらの規定中「調整会議」とあるのは「専門部会」
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と，「委員」とあるのは「部会員」と，「議長」とあるのは「部会長」と，「副議長」

とあるのは「副部会長」と読み替えるものとする。

４ 専門部会の運営に関し必要な事項は，議長が別に定める。

（委員等の代理出席）

第８条 委員又は部会員がやむを得ない事情により出席できない場合においては，そ

のものが指定し，これを議長又は部会長が承諾した者について，代理出席させるこ

とができる。

（関係者の出席等）

第９条 調整会議又は専門部会において必要があると認めるときは，議長又は部会長

は，学識経験を有する者又は関係者の出席を求め，意見を聴くことができる。

（報償費及び旅費）

第10条 委員及び部会員（代理出席者を含む。）並びに前条の規定により出席した者

には，「報償費」及び「普通旅費」を支給することができる。

（庶務）

第11条 調整会議の庶務は，大隅地域振興局保健福祉環境部健康企画課で処理する。

（その他）

第12条 この要綱に定めるもののほか，調整会議の運営に関し必要な事項は，議長が

定める。

附 則

この要綱は，平成２８年１２月２８日から実施する。
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（厚生労働省ホームページ）

鹿児島県地域医療構想（平成28年11月）

急速に少子高齢化が進む中で，医療保険制度の持続可能性を高めるためには，病床
の機能の分化・連携を進め，効率的で質の高い医療提供体制を構築するとともに，在宅
医療・介護の充実を図る必要がある。

急性期から在宅医療・介護に至るまで，一連のサービスが切れ目なく，また過不足なく
提供できる体制を県内各地域に確保できるよう，地域医療構想に基づき，地域において
県民が安心して医療を受けられる体制を構築する。

○地域医療構想は
2025年における地域の医療提供体制のあるべき姿を示すもの

○地域医療構想の位置づけ
鹿児島県保健医療計画の一部

○地域医療構想の内容
① 構想区域（＝二次医療圏）
② 構想区域における将来の病床の機能区分ごとの必要量（必要病床数）
③ 構想区域における在宅医療等の必要量
④ 地域医療構想の達成に向けた病床の機能分化及び連携の推進に関する事項
（地域医療構想推進のための施策の方向性）
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曽於保健医療圏

（国立社会保障・人口問題研究所
「日本の地域別将来推計人口」

(H30.3 月)）

人口・年代別人口
の推移

（曽於保健医療圏地域医療連携
計画 p182）
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入院医療需要 ・
主な疾病別医療需要

の推移

（鹿児島県地域医療構想 p77）

曽於保健医療圏
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2025（令和7）年における病床の必要量

2030（平成42）年における慢性期病床の必要量

（厚生労働省 [地域医療構想策定支援ツール]）

※ 将来必要とされる医療需要を把握し，不足する医療機能について今後どのように対応していくかを
考えていくための目安であり，病床数の削減を意味するものではない。

※ 慢性期病床の減少率見込みが全国中央値より急激な場合，目標年次を2030年に先延ばして設定可

（鹿児島県地域医療構想 p78）

構想区域における将来の病床の機能区分ごとの必要量（必要病床数）

（この注釈のみ「鹿児島県地域医療構想」 p31）

曽於

曽於保健医療圏の課題

・ 圏域内の完結率は70％程度であり，入院患者の多くが宮崎県又は肝属
医療圏へと流出しているため，今後も連携強化が必要

・ 各医療機関の役割分担・連携のあり方を明確化し，不足する回復期機能
の充足が必要

・ 市町を中心とした地域包括ケアシステムの構築を推進する中にあって，
今後，増加が見込まれる在宅医療の需要に対応するため，訪問診療や
訪問看護等の充実とあわせ，医療機能内包の施設系サービス等を含め
た医療・介護基盤の整備など，在宅医療提供体制の充実が求められる。

（鹿児島県地域医療構想 p83）
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曽於保健医療圏 肝属保健医療圏

H28 第１回
第１回調整会議
（合同会議）

・議事事項
議長及び副議長選出

・報告事項
県地域医療構想の概要について
曽於保健医療圏及び肝属保健医療圏の現状等について

・検討事項
地域医療構想調整会議の進め方について
平成29年度調整会議スケジュール（案）について

第２回

平成29年6月29日
（木）
18時～19時05分
曽於医師会立病院

平成29年7月11日
（水）
18時～18時45分
大隅地域振興局

平成29年度第１回
調整会議

・説明及び意見交換
地域医療構想の推進に係る現状報告
地域医療構想推進に向けた今後の取組について

・その他
地域医療介護総合確保基金について
医療法第７条第５項等に関する許可申請等について

臨時

平成29年6月29日
（木）
19時10分～20時20分
曽於医師会立病院

臨時会議
・説明
　特例診療所設置について
・意見交換

第３回
平成29年度第２回
調整会議（合同会
議）

・協議事項
医療計画と介護保険事業計画の整合性の確保について
病院の開設等に対し調整会議への出席を求める際の基準

について
「新公立病院改革プラン」及び「公的医療機関等2025プラ

ン」について
専門部会の設置について

・その他
　地域医療介護総合確保金について

平成30年２月28日
（水）
19時～20時30分
曽於医師会立病院

平成30年４月27日
（金）
19時～20時50分
鹿屋市医師会館

第４回

平成30年７月26日
（木）
18時～19時45分
曽於医師会立病院

平成30年8月8日
平成30年度第１回
調整会議

・報告及び説明事項
医療関係者専門部会開催報告
平成29年度病床機能報告集計結果（速報値）
地域医療介護総合確保基金

・協議事項
今年度の調整会議の進め方
病院の開設等に対し調整会議への出席を求める際の基準
１年以上の非稼働病棟を有する医療機関

臨時

平成30年10月30日
（火）
18時～18時30分
曽於医師会立病院

平成30年度臨時
会議

協議事項
地域医療介護総合確保基金事業補助金について
地域医療介護総合確保基金事業補助金の事業計画につ

いて

第５回

平成31年２月27日
（水）
18時～19時15分
曽於医師会立病院

平成31年２月25日
（月）
18時～19時20分
大隅地域振興局

平成30年度第２回
調整会議

・報告
県地域医療構想調整会議（第１回）開催結果

・協議
すべての有床医療機関の「2025年に向けた計画」の取扱

い
１年以上の非稼働病棟の取扱い

平成30年１月16日（火）
18時～20時30分
鹿屋市役所

曽於・肝属保健医療圏地域医療構想調整会議の開催状況

年度
通算
開催回

内容等
開催日・場所

平成29年２月８日（水）
18時～19時40分
大隅地域振興局

会議名

H29

第１回医療関係者
専門部会

・議事・説明
専門部会の設置について
県地域医療構想について
これまでの調整会議の開催状況について
曽於・肝属保健医療圏の現状及び課題について

H30

専門部会
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曽於保健医療圏 肝属保健医療圏

曽於・肝属保健医療圏地域医療構想調整会議の開催状況

年度
通算
開催回

内容等
開催日・場所

会議名

第６回
令和元年度第１回
調整会議（合同会
議）

・報告
平成30年度病床機能報告集計結果（速報値）

・協議
公立病院及び公的医療機関等2025プラン対象医療機関

の2025年に向けた具体的対応方針について
今年度の調整会議の進め方について

専門部会

令和元年10月17日
（木）
19時～20時40分
大隅地域振興局

令和元年度第１回
外来医療専門部会

・協議
部会長選出
外来医療計画について
外来医療計画検討内容報告書（案）について

第７回

令和元年11月14日
（木）
18時～19時36分
曽於医師会立病院

令和元年11月21日
（木）
18時～19時47分
大隅地域振興局

令和元年度第２回
調整会議

・報告
定量的基準について
公立病院・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証

の要請等について
・協議
公立・公的医療機関等以外のその他の医療機関の具体的

対応方針の協議の進め方について
外来医療計画について

専門部会
令和2年1月27日（月）
18時30分～19時20分
曽於医師会立病院

令和2年1月30日（金）
18時30分～19時35分
大隅地域振興局

令和元年度医療関
係者専門部会

・協議
部会長選出
公立病院及び公的医療機関等以外のその他の医療機関

の具体的対応方針の協議の進め方について

第８回

令和２年２月21日
（金）
18時～19時15分
曽於医師会立病院

令和２年２月20日
（木）
18時～19時20分
大隅地域振興局

令和元年度第３回
調整会議

・協議
公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証等につ

いて
公立・公的医療機関以外のその他の医療機関の具体的対

応方針について
来年度の調整会議の進め方について

・その他
重点支援区域について

R2 第９回
令和３年１月
（書面開催）

令和３年１月
（書面開催）

令和２年度第１回
調整会議

・報告
令和元年度病床機能報告集計結果（速報値）

・協議
第７期医療計画（中間見直し）及び第８期介護保険事業

（支援）計画の整合性の確保について
病床機能再編支援事業に係る事業計画について（肝属の

み）

R1

令和元年７月10日（水）
18時～19時50分
鹿屋市中央公民館
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１　調整会議における協議事項（H30.7.12付け県保健医療福祉課長通知等）

２　病院の開設等の許可申請があった場合の対応について
曽於：平成30年度第１回調整会議（H30.7.26），肝属：平成30年度第１回調整会議（H30.8.8）において決定

３　個別の医療機関ごとの具体的対応方針の決定に係る事項について
　（１）公立病院及び公的医療機関等2025プラン対象医療機関

　（２）その他の医療機関

４　地域医療介護総合確保基金事業補助金の事業計画に係る事項

５　病床機能再編支援事業の事業計画に係る事項（R2年度）

・令和２年度肝属調整会議（書面開催）（R3.1月）において協議
　おばま医院の事業計画について

・平成30年度曽於調整会議（臨時会議）（H30.10.30開催）において協議
　昭南病院の事業計画（急性期から回復期への転換に伴う設備整備費）について

これまでの協議の経緯

　地域医療介護総合確保基金事業補助金（病床の機能分化・連携支援事業）の事業計画に係る事項
　病院の開設等の許可申請のうち，地域の医療提供体制に影響を与える申請に係る事項
　個別の医療機関ごとの具体的対応方針の決定に係る事項

　　　・公立病院・公的医療機関等2025プラン対象医療機関（曽於１か所，肝属４か所）
　　  ・その他の医療機関
　病床が全て稼働していない病棟を有する医療機関に係る事項
　開設者を変更する医療機関に係る事項
　病床機能報告結果と「定量的基準」による仕分け結果を比較し定量的基準と異なる報告をした医療機関に係る事項
　その他

　地域の医療提供体制に影響を与える申請内容（※）については，医療機関に対し，調整会議への出席と理由説明を求める。

　※　地域の医療提供体制に影響を与える申請内容とは
　地域医療支援病院の移転もしくは増床（注１）に伴う開設等許可申請
　政策医療（注２）を担う医療機関の移転もしくは増床（注１）に伴う開設等許可申請
　100床以上の病床を有する医療機関の移転もしくは増床（注１）に伴う開設等許可申請
　特例診療所の病床設置に伴う届
　その他地域医療構想調整会議議長が必要と認めるもの（肝属保健医療圏）

　　　　注１）１割以上の増床に限る
　　　　注２）政策医療については，へき地医療拠点病院，地域災害拠点病院，地域周産期母子医療センターの指定を受けている医療機関

①令和元年度第１回曽於・肝属調整会議（合同会議）（R2.7.10開催）において
　県民健康プラザ鹿屋医療センター，垂水市立医療センター垂水中央病院，肝付町立病院，肝属郡医師会立病院，曽於医師会立病院の具
体的対応方針について合意

②令和２年１月16日付け厚生労働省医政局長通知及び令和２年２月６日付け県くらし保健福祉部長通知「公立・公的医療機関等の具体的
対応方針の再検証等について」により肝付町立病院に具体的対応方針の再検討の依頼がなされたことから，令和元年度第３回肝属調整会
議において，肝付町立病院の具体的対応方針について再協議し合意

【曽於】病院７か所，有床診療所９か所

①令和元年度第２回曽於調整会議（R1.11.14開催）において以下により協議を進めることを決定
　・専門部会において検討を行い，部会における検討結果を調整会議へ報告する
　・病院，有床診療所の順に協議を進める

②令和元年度第３回曽於調整会議（R2.2.21開催）において
　　曽於医師会立有明病院，昭南病院，大山病院，財部中央病院，財部記念病院，高原病院，中島病院の具体的対応方針について合意

【肝属】病院14か所，有床診療所29か所（R1.11月現在）

①令和元年度第２回肝属調整会議（R1.11.21開催）において以下により協議を進めることを決定
　・専門部会において検討を行い，部会における検討結果を調整会議へ報告する
　・病院，有床診療所の順に協議を進める

②令和元年度第３回肝属調整会議（R2.2.20開催）において
　　病院のうち病床機能の変更を予定している大隅鹿屋病院，池田病院，井ノ上病院，福田病院，かのや東病院，児玉上前共立病院の具
体的対応方針について合意
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